
第３回町議会定例会
議案関係

付議事件から抜粋して説明いたします。



報告第20号

令和６年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告について



議案第43号

副町長の選任につき同意を求めることについて



議案第44号

教育長の任命につき同意を求めることについて



議案第50号

令和７年度広陵町一般会計補正予算（第６号）⇒ 令和７年度 主要施策追加分

議案第52号

令和７年度広陵町学校給食特別会計補正予算（第１号）

●小学校給食室 真空冷却機購入

広陵東小学校・広陵北小学校・真美ケ丘第一小学校・真美ケ丘第二小学校で給食を喫食する者

【目的・期待成果】

加熱食材を急速に冷却し、食中毒を防止し、衛生的に調理を行う。

【実施方法】

東小・北小・一小・二小の給食室に真空冷却機を購入する。（西小はR3給食室増改築工事の際購入

済）

※真空冷却機：加熱調理後の食材を真空状態にすることで食品内の水分を蒸発させて冷却する機械

である。給食の調理数により真空冷却機の容量に差が出るため、機種は各校で異なる。

【事業費】

23,175,000円



議案第50号

令和７年度広陵町一般会計補正予算（第６号） ⇒ 令和７年度 主要施策追加分

●教育大綱改定・第２期広陵町教育振興基本計画策定業務委託

町内のすべての子ども（０歳から１４歳まで）

【目的・期待成果】

教育大綱及び教育振興基本計画は、教育基本法第１７条第２項に基づく「教育の振興のための施策

に関する基本的な計画」であり、国及び県の教育に関する方針を踏まえ、めざすべきこれからの教

育理念を示すとともに、教育、学術及び文化振興に関する総合的施策の取組方針を定め、教育理念

の実現をめざすもの。

【実施方法】

国や県が定めている教育大綱をはじめとする近年の教育に関する法・制度等の動向を踏まえるとと

もに、教育に関するニーズ調査を実施し、町の教育課題を再度分析及び整理を行った上で令和９年

度から令和１３年度までの５年間を計画期間とした「広陵町教育大綱」及び「広陵町教育振興基本

計画（第２期）」を策定する（令和７年度は、アンケート調査等を実施し、計画の策定は令和８年

度に実施する。）。

【事業費】

令和７年度 4,000,000円 令和８年度 5,000,000円



議案第53号

令和６年度広陵町一般会計歳入歳出決算の認定について

歳入 町税

地方譲与税・県税交付金他

地方交付税

分担金・負担金

使用料・手数料

国庫支出金

県支出金

繰入金

諸収入

町債

その他

174億9,193万円

令和６年度の歳入は令和５
年度と比べて約24億4,200万
円（16.2％）増加しました。
主な要因としては、国の補
正予算に伴う普通交付税の
追加交付1億8,079万円が
あったことや、新清掃施設
建設負担金に係る町債の借
入が19億9,240万円、新清掃
施設建設基金からの繰入金
が約2億4,400万円と大きい
こと等が挙げられます。



議案第53号

令和６年度広陵町一般会計歳入歳出決算の認定について

歳出
議会費

総務費

民生費

衛生費

農商工費

土木費

消防費

教育費

交債費

その他

169億6,998万円

令和６年度の歳出は令和５年度
と比べて、約24億3,300万円
（16.7％）増加しました。
主な要因としては、新清掃施設
建設負担金である、山辺・県北
西部広域環境衛生組合負担金が
約23億832万円と大きくなって
いることや、保育に係る公定価
格の増により私立保育園運営委
託料等が増額となっていること
等が挙げられます。また、令和
6年度は国の事業である定額減
税に係る調整給付金が2億8,953
万円あったことも歳出額が増加
した要因となっていますが、こ
ちらは全額国費で補填されてい
ます。



議案第53号

令和６年度広陵町一般会計歳入歳出決算の認定について （歳入）



議案第53号

令和６年度広陵町一般会計歳入歳出決算の認定について （歳入）



議案第53号

令和６年度広陵町一般会計歳入歳出決算の認定について （歳出）



議案第53号

令和６年度広陵町一般会計歳入歳出決算の認定について （歳出）



議案第53号

令和６年度広陵町一般会計歳入歳出決算の認定について

財政運営が健全かどうかを示す指標

いずれの指標も早期健全化基準の数値を下回っており、健全な状態で
あると言えます。引き続き、健全な状態を保つよう歳入確保、歳出削
減に取り組んでまいります。
なお、将来負担比率の増加については、新清掃施設建設負担金に係る
多額の町債の借入が主な要因となっています。



議案第53号

令和６年度広陵町一般会計歳入歳出決算の認定について

広陵町の貯金・借金（単位：百万円）

令和６年度決算では、基金（貯金）残高、町債（借金）残高ともに増
加し、新清掃施設建設負担金に係る町債の発行が大きいため、基金残
高の増加よりも町債残高の増加が上回っており、財政はより厳しく
なっています。町債については、将来に負担を残さないよう抑制に努
めつつも、国の交付税措置を受けられる有利な町債については積極的
に活用しているところですが、引き続き新規発行の抑制及び町債残高
の削減に努めます。


